
A社（鉄鋼ﾒｰｶｰ）

ﾃﾞｰﾀの測定・異常の定義・自治体への報告
等の手順が不明確

異常発生時の管理体制を環境管理規定で
明確化した

短時間で分析結果が判明する自動分析器
の導入拡大を計画中

現行の水質異常時の処置基準は、水質異常
の定義に担当者の裁量の余地があり、上司や
自治体への報告・連絡が必須ではなかった

公害防止協定で定められた検査は、手分析
のため分析結果判明まで時間が掛かり、水質異
常に対し対処が遅くなっていた

工場幹部の環境保全に対する認識・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
不足

環境管理部門の人員・能力不足

環境管理部門の人員補強を実施した幹部の認識不足から人員増強等の組織的な
対応が取れておらず、自治体の高いレベルの排
水基準・管理基準に対応できなかった

同一部門内での監査の不備

環境管理部門に操業停止等の指導権限なし

工場幹部の環境保全に対する認識・コミット

メント不足

独立した環境管理部を新たに設置した

環境管理部の業務分掌、及び工場管理規
定に、「操業部門に対する操業停止等の強力な
指導権限」を明記した

不適切事例発生地区でｴﾝｼﾞﾆｱ全員に3ヵ年
計画で公害防止管理者の資格取得を義務付け
た

組織改変で環境管理部門とｴﾈﾙｷﾞｰ部門が
統合されたため、水質管理の所管部門の環境
管理業務の機能が低減していた

環境管理部門の業務分掌及び環境管理規
定における製造部門に対する指導権限が強力
ではなかった

製造部門が自主的に環境管理を行うことが
規定されていなかった

同一担当者によるﾃﾞｰﾀの測定・記録・保管

工場内部での監査の不備

環境測定ﾃﾞｰﾀは、担当者のﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸ、及
び上司である環境防災室長のﾁｪｯｸを経た後、ｲ
ﾝﾄﾗﾈｯﾄを介して工場内で共有している

本社監査部と外部の環境ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる環
境監査を実施した

水質管理について、1人の担当者がﾃﾞｰﾀの

記録・保管を担当し、内容の操作が可能であっ
た

水質管理担当者の上司から経営幹部に至る
まで、ﾃﾞｰﾀ書換えという行為を把握できなかった

事案発生の一般要因の推定改善報告書における対応A社の指摘する原因

（出典）Ａ社改善報告書及び改善対策の実施報告より

A社の不適正行為

• 国や自治体の排出基準の超過、測定データの書換え

６事案の改善報告書に見られる事案発生の「要因」と「対応」 資料４



B社（金属ﾒｰｶｰ）

環境管理部門の人員・能力不足公害防止管理者などの法定資格取得及び
ISO14001内部監査員などの講習受講を推進す

る

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ教育の充実

環境管理責任者を対象とする全社教育

環境担当者に、環境法令、公害防止協定に
対する意識、認識が不足していた

同一担当者によるﾃﾞｰﾀの測定・記録・保管

工場内部での監査の不備

分析装置より直接ｵﾝﾗｲﾝでﾃﾞｰﾀを転送、記
録し、人が介在せず自動的に報告書を出力する
ｼｽﾃﾑに改善する

事業所及び地区関係会社の環境担当者で
監査団を構成し、法令、協定及び社内規定の遵
守状況、環境管理業務の実行状況に関する地
区内相互監査を定期的に行う

監査による環境管理指導の強化

環境担当者が、環境管理及び報告書作成等
の業務を担当し、内容の操作が可能であった

内容の確認及び指導等を事業所の管理者
が適切に行っていなかった

ﾃﾞｰﾀの測定・異常の定義・自治体への報告
等の手順が不明確

子会社の環境管理に関する実務を明確化す
る

環境担当者は子会社と兼務していた

環境管理部門に操業停止等の指導権限なし

経営幹部の環境保全に対する認識・コミット

メント不足

同一部門内での監査の不備

事業所所在地区の統括管理に関する責任
を明確化し、地区内企業の排水遮断などの命令
権限を付与する

事業所内に環境安全課を新設し、統括管理、
監督・指導、最終排水の管理、所管行政への報
告・通報などに関する責務及び権限を明確化す
る

CSR室（仮称）の設置

事業所には環境管理を直接所管する部署が
存在しなかった

事案発生の一般要因の推定改善報告書における対応B社の指摘する原因

※ ○は全社的な取組 （出典）Ｂ社改善報告書より

B社の不適正行為

• 国や自治体の排出基準の超過、測定ﾃﾞｰﾀの書換え



C社（建材ﾒｰｶｰ）

環境管理部門の人員・能力不足

ﾃﾞｰﾀの測定・異常の定義・自治体への報告
等の手順が不明確

自動測定器の長期間測定停止

管理職の危機管理意識が不足していた

専門業務の補完要員確保や人材ﾛｰﾃｰｼｮﾝ
計画が不足していた

ﾏﾆｭｱﾙ等の作業手順所が未整備であった

経営幹部の環境保全に対する認識・ｺﾐｯﾄﾒﾝ

ﾄ不足

同一部門内での監査の不備

工場内部での監査の不備

同一担当者によるﾃﾞｰﾀの測定・記録・保管

幹部社員を含めた環境管理に対する社員

教育を充実する

環境管理と公害防止を一体化した資材環境
品質部に昇格する。同部の測定ﾃﾞｰﾀと環境安
全部が定期的に行う外部分析ﾃﾞｰﾀとのｸﾛｽﾁｪｯ
ｸを行う

環境安全部を新設し、環境管理に対する他
部門への指示・徹底を行う。同時に同部が環境
関係実績評価表をもって取締役会に環境管理
の現状報告を行う

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括室が全社の環境管理業務
の遵法性を監視する

担当者の業務遂行状態のﾌｫﾛｰと、結果とし
てのﾃﾞｰﾀ、書類の管理ﾙｰﾙに重点を置き、管
理・監督者のﾁｪｯｸ業務とﾃﾞｰﾀ管理のﾀｲﾐﾝｸﾞを明
確化した

環境管理の実態が把握できるように、資材
環境品質部、環境安全部、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括室の
部署ごとにﾃﾞｰﾀの保存、保管、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ記録方
法を見直す

測定回数の不足について

担当者の遵法精神が欠如していた

有資格者への徹底した専門教育が不足して
いた

管理職のﾁｪｯｸ機能が欠如していた（実務担
当者の業務状態の把握に不備があった）

事案発生の一般要因の推定改善報告書における対応C社の指摘する原因

（出典）Ｃ社改善報告書より

C社の不適正行為

• 公害防止協定で定める測定回数の不足

• 自動測定器の長期間停止



D社（有機製品ﾒｰｶｰ）

同一担当者によるﾃﾞｰﾀの測定・記録・保管

ﾃﾞｰﾀの測定・異常の定義・自治体への報告
等の手順が不明確

同一部門内での監査の不備

水質測定から報告書作成までのﾏﾆｭｱﾙを作
成し、環境保全室長と水質関係公害管理者（代
理人）によるﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸを行う

担当者一人に任せきりにしていた

環境管理部門の人員・能力不足環境保全室の増員を行う不十分な人員配置

ﾃﾞｰﾀの測定・異常の定義・自治体への報告
等の手順が不明確

環境管理に関するﾏﾆｭｱﾙを整備するととも
に、勉強会を半年に一度開催し、環境管理の周
知徹底と問題の再発防止を図る

環境保全を担う担当者の教育ｼｽﾃﾑがな
かった

工場内部での監査の不備

ﾃﾞｰﾀの測定・異常の定義・自治体への報告
等の手順が不明確

本社役員による内部監査体制を整備し、全
工場の環境関係の内部監査を年1回実施する

確実な引継ぎ手順を確立するため工場の環
境に関する業務を網羅したﾘｽﾄを作成した

ﾁｪｯｸできる体制が整っていなかった

工場幹部の環境保全に対する認識・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
不足

環境管理部門に操業停止等の指導権限なし

経営幹部の環境保全に対する認識・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
不足

公害防止管理者を環境保全室長（専任）に
任命、排水異常時には操業停止及び再開の権
限を含む環境保全に関する権限を強化する

工場の環境管理状況を毎月の合同経営会
議（経営計画の策定及び重要業務の審議を行
う）で報告させることで、経営に環境問題を反映
させる

全社環境委員会を年2回以上開催し、各工

場の環境管理に関するﾃﾞｰﾀを報告させ、今後の
環境改善の方針を定めていく

全社環境委員会で各工場の環境に関する
問題点を報告させ、全工場へ水平展開させる

工場幹部の環境保全重視の認識が欠落して
いた

事案発生の一般要因の推定改善報告書における対策D社の指摘する原因

※ ○は全社的な取組 （出典）Ｄ社改善報告書より

D社の不適正行為

• 公害防止協定で定める排水基準の超過、測定ﾃﾞｰﾀの書換え

• 協定で定める測定回数の不足



E社（石油精製）

工場幹部の環境保全に対する認識・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
不足

従業員及び関係者の再教育

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会の開催頻度を倍にする（2
回/年から4回/年）

外部講師を招聘しての勉強会を実施する

品質管理課担当者が、報告期限に間に合わ
ない、また、再度ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞの計画をすると自分
の仕事が増えると考え、ﾃﾞｰﾀを改ざんして報告
していた

上記担当者にﾃﾞｰﾀ改ざんは公害防止協定
違反との認識はあったが、発覚を恐れ、改ざん
を続けていた

安全環境室環境担当者は、法的根拠に基づ
いて報告するﾃﾞｰﾀであるにもかかわらず、その
ﾃﾞｰﾀの信頼性等を確認することなく公害防止協
定報告書を作成していた

工場内部での監査の不備

ﾃﾞｰﾀの測定・異常の定義・自治体への報告等
の手順が不明確

品質管理課の管理責任者が所内報告書を
点検するときに、測定委託先のﾃﾞｰﾀと照合する

測定委託先のﾃﾞｰﾀを所内報告書へ添付し、
安全環境室でも照合できるようにする

測定委託先がｻﾝﾌﾟﾙを採取した後、ｻﾝﾌﾟﾙを
確認し、異常兆候があった時、直ちに対応する

安全環境室で公害防止協定報告書を作成
する時に、測定委託先のﾃﾞｰﾀを確認する仕組み
に変更した

組織として、測定ﾃﾞｰﾀと報告値を照合確認す
る業務ﾌﾛｰになっていなかった

測定委託先のﾃﾞｰﾀを受け取るのに時間がか
かり、分析結果に異常があっても、直ちに改善
処置がとれる仕組みとなっていなかった

上記実態を組織として把握できていなかった

工場幹部の環境保全に対する認識・ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
不足

工場内部での監査の不備

環境管理部門の人員・能力不足

所長・副所長による管理職への機会を捉え
た指導の実施

管理職に対する指導力・部下掌握力向上研
修の実施

所長、副所長の環境管理に関する法律・条
例・協定の趣旨に則って正しく仕事を進めること
の指導が不徹底であった

管理職による部下の業務実態把握が不足し
ていた

事案発生の一般要因の推定改善報告書における対応E社の指摘する原因

（出典）Ｅ社改善報告書より

E社の不適正行為

• 国や自治体の排出基準の超過、測定ﾃﾞｰﾀの書換え



F社（鉄鋼ﾒｰｶｰ）

〈製鉄所２〉〔圧延工場における不適正なﾛｼﾞｯｸの導入〕

「酸素が異常に高い場合」は換算NＯxが現実に有り得

ない異常値になることから、欠測としていた

不適正なﾛｼﾞｯｸの導入は、環境管理部門の担当者が
操業部門の担当者や現場の監督職ﾚﾍﾞﾙの話し合いで始
まり、各職場に次々と伝わっていったもので、組織的な動
きではない

各工場から送られてくるﾃﾞｰﾀしか見ていない環境管理
部門の担当者は「計器」の校正中だと思い見逃していた

環境管理部門の人員・
能力不足

環境管理部門に操業停
止等の指導権限なし

ﾃﾞｰﾀの測定・異常の定
義・自治体への報告等の手
順が不明確

〈製鉄所２〉

環境防災管理室の要員を増員
する

環境防災管理室の機能に、製
造部門への操業停止権限を付与
する

〈製鉄所２〉〔ﾎﾞｲﾗにおける基準値逸脱とﾃﾚﾒｰﾀ送信の中
断〕

ﾃﾚﾒｰﾀ送信の開始・停止に関する明確な運用が作業
標準に定められていなかった

違反行為を排除するｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ体制の基本が欠如し
ていた

〈製鉄所１〉〔環境管理ｼｽﾃﾑ〕

環境管理ｼｽﾃﾑの更新を担当者に任せきりにした

管理者がﾁｪｯｸする機会がありながら見過ごした

内容を認識したにもかかわらず、修正を行わなかった

環境管理部門に操業停
止等の指導権限なし

同一担当者によるﾃﾞｰﾀ
の測定・記録・保管

環境管理部門の人員・
能力不足

ﾃﾞｰﾀの測定・異常の定
義・自治体への報告等の手
順が不明確

工場内部での監査の不
備

公害防止設備の管理不
徹底

〈本社〉

環境管理部門担当役員への事
業所からの情報ﾙｰﾄを構築する

環境管理部門担当役員へ、事
業所の操業部門に対する操業停止
権限を付与する

環境管理部門の要員を増員（倍
増）し、事業所の環境管理ﾃﾞｰﾀの
ﾁｪｯｸ機能を新たに加える

有識者参画のもと、環境管理委
員会を新設する

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ部の環境監査に、
社外ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（監査法人等）を参画
させる（2006年9月より）

環境ｴﾈﾙｷﾞｰ部による事業所の
操業部門への環境管理状況の調査
並びに抜き打ち測定を実施する
（2006年8月より）

法令遵守のための社員教育の
強化（2006年9月より）

〈製鉄所１〉

環境防災管理室を製鉄所長
直属の環境防災管理部に格上げ
する

環境防災管理部の機能に、製
造部門への操業停止権限を付与
する

要員を増員（約３倍）し、環境
ﾊﾟﾄﾛｰﾙの実施、環境管理ﾃﾞｰﾀの
ﾁｪｯｸ機能を新たに加える

環境保全最優先の作業標準
を整備する

環境計測機器の増設及び更新

環境管理システムの全面更新

〈製鉄所１〉〔ﾎﾞｲﾗ等設備〕

現場で操業に携わる従業員が、「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ」の意味
は理解しながらも、「生産の継続」を優先した

不適切な燃焼管理

脱硫の不徹底

事案発生の一般
要因の推定

改善報告書における対応F社の指摘する原因

（出典）Ｆ社改善報告書より

F社の不適正行為

• 国や自治体の排出基準の超過、測定ﾃﾞｰﾀの書換え


